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対
象
者

町
県
民
税
の
納
税
義
務
者
の
う
ち
、

平
成
２１
年
４
月
１
日
現
在
で
老
齢
基
礎

年
金
を
受
給
し
て
い
る
６５
歳
以
上
の
方
。

た
だ
し
老
齢
等
年
金
給
付
の
年
額
が
１８

万
円
未
満
の
方
や
、
特
別
徴
収
税
額
が

年
金
給
付
の
年
額
を
超
え
る
方
は
対
象

と
な
り
ま
せ
ん
。

開
始
時
期

平
成
２１
年
１０
月
支
給
分
か
ら

天
引
き
す
る
税
額

町
県
民
税
の
う
ち
、
公
的
年
金
の
所

得
に
か
か
る
税
額

※

給
与
所
得
な
ど
、
そ
の
他
の
所
得

に
係
る
税
額
は
今
ま
で
ど
お
り
の
納

め
方
で
す
。

平
成
２１
年
度
の
税
政
改
正

町
県
民
税
の
変
更
点
は
？

徴収方法
年６回の年金支給月に老齢等年金から天引きし
ます。
ただし、初年度は、６月、８月は納付書で納め、

１０月、１２月、２月が天引きとなります。
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寄
附
金
控
除
の
対
象
額
が
、
１０
万
円

を
越
え
る
金
額
か
ら
５
千
円
を
越
え
る

金
額
に
変
わ
る
な
ど
、
下
の
表
の
よ
う

に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

適
用
時
期

平
成
２１
年
度
分
以
後
の
町
県
民
税
か
ら

手
続
き

寄
附
金
控
除
を
受
け
る
に
は
、
確
定

申
告
（
住
民
税
申
告
）
が
必
要
で
す
。

ふ
る
さ
と
納
税

今
回
の
改
正
で
新
た
に
創
設
さ
れ
た

特
例
控
除
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
に

よ
る
も
の
で
す
。

松
前
町
で
も
ふ
る
さ
と
納
税
を
受
け

付
け
て
い
ま
す
。
寄
附
の
方
法
に
つ
い

て
は
、
広
報
ま
さ
き
８
月
号
、
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
企
画

財
政
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

平
成
２１
年
１
月
１
日
以
降
に
支
払
い

を
受
け
る
べ
き
上
場
株
式
な
ど
に
係
る

配
当
所
得
を
申
告
す
る
場
合
、
総
合
課

税
と
申
告
分
離
課
税
の
い
ず
れ
か
を
選

択
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問

税
務
課
町
民
税
係

�
９
８
５
―
４
１
１
０

企
画
財
政
課
企
画
調
整
係

�
９
８
５
―
４
１
０
１

松
山
税
務
署�

９
４
１
―
９
１
２
１

 
!
"

特別徴収を開始する初年度（２１年度）

下半期（本徴収）

２月

年税額の６分の１ずつを天
引き

１２月１０月

上半期

８月

年税額の４分の１
ずつを普通徴収（納
付書で納付）

６月

次年度以降（２２年度から）

下半期（本徴収）

２月

年税額から上半期に仮徴
収した額を差し引いた額
の３分の１ずつを天引き

１２月１０月

上半期（仮徴収）

８月

前年下半期の徴収額の３
分の１ずつを天引き

６月４月

改正後

左記のものに、都道府県・市区町村
が条例で定めるものが追加されます。

５千円を超える金額
（上限は総所得金額等の３０％）

「（寄附金の合計額－５千円）×１０％」
を税額控除

「（地方公共団体に対する寄附金－５
千円）×（９０％－寄附者の所得税率）」
を税額控除（上限は所得割の１０％）

改正前

� 住所地の都道府県共同募金会
に対する寄附金
� 住所地の日本赤十字社の支部
に対する寄附金
� 地方公共団体に対する寄附金

１０万円を超える金額
（上限は総所得金額等の２５％）

「寄附金の合計額－１０万円」を所得
控除

────

対象寄附金

控除対象額

基本控除額

特例控除額
（ふるさと納税）

1144


